合	意	書

●労働者（以下、「甲」という。）と●株式会社（以下、「乙」という。）は、●年●月●日に発生した事故（以下、「本件事故」という。）に関し、以下のとおり合意する。

１　乙は甲に対し、本件事故に関して、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法及び国民年金保険法に基づく過去及び将来の給付金並びに乙の甲に対する既払い金とは別に、本件解決金として金●万円を支払う義務があることを認める。
２　乙は甲に対し、前項の金員を●年●月●日限り、甲の指定する銀行口座 （●●銀行 ●支店 普通　口座番号●●●●　口座名義●●●●） に振り込む方法により支払う。ただし、振込み手数料は乙の負担とする。
３　甲と乙は、本件事故に関する労災認定の有無にかかわらず、本合意書に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

●年●月●日

甲　　　　●


乙　　　　●
2

